
地球温暖化対策施設整備事業実施要綱

1 目的

この事業は、地球温暖化対策に資する病院及び診療所 (以下「病院等」とい う。)の

整備を支援することにより、病院等における地球温暖化対策の取 り組みを推進するこ

とを目的 とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、医療法第 7条の規定に基づき許可を受けた病院等、又は同

法第 8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者 とす る (た だし、地方公共団体及

び地方独立行政法人を除 く。)。

3 事業内容

地球温暖化対策に資する病院等の整備であつて、病院等並びに整備内容が以下の要

件をすべて満たすこと。

(1)病院等において省エネルギーに関する規程等を策定 し、組織的な管理体制、個々

の職員の役害1、 基本的な取組の流れ等を定めていること。

(2)整備の結果、当該病院等において、地球温暖化対策の推進に関す る法律 (平成

10年法律第 117号 )第 2条第 5項に規定する温室効果ガス総排出量が整備前よ

り減少す ることが見込まれるものであること。

(3)整備内容の例の概要は以下のとお りであること。

ア 屋上等に太陽電池を設置 し、太陽電池により発電 した電力を病院等で通常使用

す る電力に活用するための整備

イ 屋上等に太陽熱給湯器を設置 し、太陽熱で暖めた温水を暖房、給湯等に利用す

るための整備

ウ 建物の壁面や屋上等の緑化を行 う整備

工 敷地、屋上等か ら集めた雨水を建物地下の雨水貯留槽に溜め、ろ過等の処理を

行い、 トイ レの洗浄水等に利用するための整備

オ 病院等の内部で発生する排水にろ過等の処理を行い、上水ほどの水質を必要と

しない トイ レ洗浄水等に利用するための整備

力 高効率熱源機器の導入整備
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医政発 第 0325009号

平 成 17年 3月 25日

一部 改正 医政発第 1016003号

平 成 18年 10月 16日

内視鏡 訓練施 設整備 事業 実施 要綱

1 目的

医療 の高度化 に伴 い 、従 来 の内視鏡 手術 (開 腹 )か ら腹腔 鏡 下 にお け る内視

鏡 手術 が急速 に普及 してい る こ とか ら、 内視鏡 手術 訓練施設 を整備 し、腹腔鏡

下 にお け る内視鏡 手術 に関す る研修 等 を実施す るこ とに よ り、 医師 の手 技 向上

及 び 医療 の質 の 向上 を図 る こ とを 目的 とす る。

2 実 施 主 体

厚 生 労 働 大 臣 の認 め る者 とす る。 (但 し、都 道 府 県 、 市 町 村 を除 く。)

3 事業 内容

腹腔鏡 下 にお け る内視鏡 手術 の研 修等 を実施 す るた め、訓練 施設 を整備 す る。

4 対象 経 費

(1) 設備 整備

内視鏡 手術 の研 修 に必 要 な手術 テ ー ブル (動 物 用 )、 麻 酔器 、無影 灯 、

ス コー プ、光源 装 置 な どの購入 費

(2) 施設整備

内視鏡 手術 の訓練施設 に必要 な新 築 、増 改築及 び改修 に要す る工事費又

は工事請負 費
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医師臨床研修費補助事業実施要綱 (案 )

1 目的

この事業は、平成 16年度からの医師臨床研修の必修化を踏まえ、医師 としての

基盤形成時期に、医師 としての人格を涵養 し、将来専門 とする分野にかかわ らず、

医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識 しつつ、一般的な診療において頻繁に

関わる傷病に適切に対応できるよう、プライマ リ・ケアの基本的な診療能力 (態度

0技能・知識)を修得するための臨床研修を支援することを目的 とする。

2 補助対象

(1)教育指導経費

医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令 (平成 14年 12

月 11日 厚生労働省令第 158号 (以下 「臨床研修に関する省令」 とい う。))に

基づき指定を受けた公私立の臨床研修病院及び臨床研修に関する省令に準 じて臨

床研修を行 う医学を履修する課程を置 く公私立大学に附属する病院であ り、現に

臨床研修医を受け入れている病院、又は、これに準ずる施設で厚生労働大臣が適

当と認めるもの及び病院 と臨床研修医の間において、原貝Jと して雇用契約の中に

研修プログラムに定められている病院以外で診療に従事 しない旨を明 らかにされ

ているものを対象 とする。

(2)地域協議会経費

平成 15年 6月 12日 医政発第 0612004号 厚生労働省医政局長通知 「医

師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」 (以

下 「省令施行通知」 とい う。)に基づいて設置 された臨床研修に関す る地域協議

会 (以下 「地域協議会」 とい う。)であ り、地域協議会の会則等で所在する都道

府県の行政担当者が構成員に含まれてお り、かつ募集定員の調整等について協議

す る際に都道府県内の全ての基幹型臨床研修病院及び基幹型相当大学病院に意見

を求めることとしているものを対象 とする。

3 補助対象外

国 (国立大学法人、独立行政法人国立病院機構及び国立高度専門医療研究センタ

ーを含む。)力 開`設する病院又は設置す る地域協議会 (以 下「補助対象外」とい う。)

は補助の対象 としない。
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また、臨床研修を行 う病院又は地域協議会において、医事に関する犯罪又は不正

行為が認められた場合、その他制度の適正な運営に支障があると認められる場合等、

補助 目的 (良質な研修の実施)を達成することが困難であると地方厚生局長が認め

る場合は、補助金の全部又は一部を交付 しないことがある。なお、詳細は別に定め

る。

4 事業内容

省令施行通知に基づく臨床研修事業とする。

5 申請の手続き

(1)教育指導経費

補助金の申請は、原則として病院群単位でプログラム毎に所要の経費を取 りま

とめ、研修管理委員会の了承の下、代表施設 (原則として、基幹型臨床研修病院 )

が手続きを行 うこととする。

①基幹型臨床研修病院が補助対象外の場合は、代表となる補助対象の協力型臨床

研修病院が当該病院群の補助対象施設 (協力型臨床研修病院及び臨床研修協力

施設)の研修に係る経費を取 りまとめて申請することができるものとする。

また、協力型臨床研修病院についても補助対象外の場合にあつては、代表とな

る臨床研修協力施設が申請することができるものとする。

②同一の病院群において、補助対象外の協力型臨床研修病院と臨床研修協力施設

が参加 している場合には、臨床研修医の受け入れの実態等 (人数、期間等)に

よって、補助基準額を減額するものとする。

③一病院において複数のプログラムを有している場合は、按分等の方法によリプ

ログラム毎に経費を明確に区分するものとする。また、対象経費の計上におい

て、当該経費が専任、専用でない場合は、業務内容や使用頻度等により経費を

按分して対象経費に計上するものとする。

(2)地域協議会経費

補助金の申請は、地域協議会の設置者が所要の経費をとりまとめ、手続きを行

うこととする。
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異状死死因究明支援事業実施要綱 (案)

1.目 的

監察医制度が適用 されている一部の大都市圏等を除き、死因究明のために必要 とな

る解剖が、極めて低い実施率にとどまつている現状にかんがみ、地域における死因究

明の取組に対 して財政的支援 を実施することにより、死因究明の体制づくりを推進す

ることを目的 とする。

2.事業の実施主体

本事業の実施主体は、都道府県とする。また、事業 目的の達成に必要があるときは

事業を委託することができる。

3.補助基準

(1)異状死死因究明のための取組を行つていること。

(2)大学医学部法医学教室、警察等 との協力体制が整っていること。

4.事業内容

異状死死因究明の体制づ くりを推進す るための事務局経費、行政解剖を行 うための

経費及び死亡時画像診断を行 うための経費について財政的支援を行 う。
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死亡時画像診断システム整備事業実施要綱 (案 )

1.目 的

監察医制度が運営 されている一部の大都市圏等を除き、死因究明のために必要 とな

る解剖が極めて低い実施率にとどまっている現状にかんがみ、死亡時画像診断システ

ムを導入する医療機関等へ財政的支援を実施することにより、死亡時の病態把握や死

因究明体制の推進を図ることを目的 とす る。

2.事業の実施主体

本事業の実施主体は、都道府県 とする。

3.設置基準

本事業の対象 となる施設については、以下の要件をすべて満たす ものとする。

(1)異状死死因究明のための取組を行つている都道府県にある施設で、死因究明の

中核的な役害1を果た していること。

(2)大学医学部法医学教室、警察、地方自治体等 との協力体制が整っていること

(3)死亡時画像診断にかかる画像の撮影、診断、管理及び教育研修の体制整備が計

画 されていること。

4.整備基準

死亡時画像診断の実施 に必要な装置 を備 えた CT室 、MRI室 等 を設 けるもの とす

る。

5.稼働実績の報告

本事業により整備を行った死亡時画像診断システムの稼働実績について、別に定め

るところにより、関係書類を添えて厚生労働大臣に提出するものとする。
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女性医師等勤務環境整備事業実施要綱 (案 )

第 1 女性 医師等就労支援事業・・・・・・・ Pl
第 2 女性 医師支援セ ンター事業・・・・・・ P2

第 1 女性 医師等就労支援事業

1.目 的

女性 医師等の再就業が困難な状況の大きな要因 として、就学前の手L幼 児の

子育て、配偶者 の転勤、 日進月歩で進む医療の現場に戻 りづ らい等の理 由が

挙げ られてい る。

そのため、離職後の再就業に不安を抱 える女性医師等 に対 し、相談窓 口を

設置 して、復職のための研修受入医療機 関の紹介や仕事 と家庭の両立支援 の

ための助言等を行い、また、医療機 関における仕事 と家庭の両立ができる働

きやすい職場環境の整備 を行い、女性 医師等の離職防止や再就業の促進 を図

り、もって医師確保対策 に資す ることを 目的 とす る。

2.実 施主体

この事業の実施主体は、地方公共団体、地方独立行政法人、日本赤十字社、

社会福祉法人恩賜財 団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人

北海道社会事業協会及び厚生労働大臣が認 める者 とす る。

3.事 業の内容

(1)相 談窓 回事業

①相談員 (コ ーデ ィネー ター)を 配置 し、女性医師等の仕事 と家庭の両

立支援のための相談 (出 産、育児、勤務時間、復職等)を 行 う。

②復職研修受入医療機 関の情報収集及び復職希望女性 医師等へ情報の提

供を行 う。

③保育施設等の情報収集及び提供を行 う。

(2)病 院研修及び就労環境改善事業

①女性医師等の復職研修受入を行つている医療機関において、指導医の

もとで復職研修を実施する。

②医療機関において、仕事 と家庭の両立ができる働 きやすい職場環境の

整備を行 う。

(例 :短 時間勤務の導入、出勤希望 日制の導入、宿 日直の免除、保育

所以外の育児支援 (ベ ビーシッターの雇上等 )、 院内での就労

環境改善委員会の設置 等 )
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第 2 女性 医師支援セ ンター事業

1.目  的

臨床 医に占める女性 医師の割合は約 15%で あるが、国家試験合格者では

女性 の 占める割合は 3分 の 1と なってお り、今後女性 医師数 は急増 してい く

と予想 される。女性 医師は出産や育児により離職せ ざるを得ない状況にあ り、

パー トタイム勤務 な ど女性医師がライ フステージに応 じて働 くことのできる

柔軟な勤務形態の促進 を図 り、もつて医師確保対策 に資す ることを 目的 とす

る。

2.事 業の実施主体

この事業の実施主体 は、社団法人 日本医師会 (以 下 「同法人」 とい う。)

とす る。

(1)女性 医師バ ンク事業

①事業内容

就業を希望す る女性 医師 と、医師の採用 を希望す る医療機 関の情報

をコンピュー タを通 じて収集 を行い、就業希望条件が適合す る女性 医

師に対 して当該 医療機 関を紹介 し、採用に至 るまでの間の支援等を行

う。

また、女性 医師バ ンクの啓発普及並びに必要に応 じて実情把握調査

等 を行 う。

②運営基準

ア 同法人は、東 日本、西 日本にそれぞれ拠点を設 け、各々にコー

ディネー タ‐等、必要なスタッフを配置す ること。

イ 同法人は、国や関係諸団体 との密接な連携 の下に本 システムの運

用を行 うこと。

ウ 同法人は、女性 医師 と勤務予定の医療機 関における勤務条件等に

ついて調整す ること。

工 同法人は、女性医師が就業後、継続 して勤務できるよう必要に応

じて適切 な支援 を行 うこと。

オ 同法人は、女性医師バ ンク事業を広 く普及 させ るため、啓発普及

並びに実情調査 を行 うこと。

力 当該事業において、女性 医師、医療機 関にかかる登録等の手数料

は徴収 しないもの とす る。

(2)再就業講習会事業

①事業内容

女性医師の就業を支援す ることについて効果のある講習会、講演会

等の実施または支援 を行 う。 さらにその他様 々な啓発活動の実施に向

けての支援 を行 う。
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②運営基準

ア 同法人は、医師の採用 を希望す る医療機 関が行 う医師の経験、能

力 に応 じた講習 に対 し、必要に応 じて適切 な支援 を行 うこと。

イ 上記以外に同法人は、再就業をす る女性 医師 と相談の上、医療機

関が必要 とす る知識及び技術 を習得できるよう必要に応 じて適切な

支援 を行 うこと。

ウ 同法人は、医師の採用 を希望す る医療機 関に対す る講習会、女性

医師のキャ リア継続 に関す る講習会及び保育相談員の養成講習会等

を必要に応 じて各都道府県医師会等 と連携 して行 うこと。

工 同法人は、医師会が主催す る研修会、講習会、講演会等 に託児サ

ー ビスを併設す るための費用 を補助 し、育児 中の女性医師に対 して

学習機会 を確保す ることによ り、就業継続及び復職 の支援 を行 う。

-3-
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別紙

歯科医師臨床研修費補助事業実施要綱

平成 18年 7月 3日 医政発第 0703012号

平成 21年 3月 27日 医政発第 0327035号

平成 22年 3月 30日 医政発 0330第 4号

平成 23年 月  日医政発  第  号

1 目的

この事業は、平成 18年度からの歯科医師臨床研修の必修化を踏まえ、臨床研修

開始時点における研修歯科医の歯科医師としての資質を確保するとともに、研修歯

科医が臨床研修に専念できる環境を整備すること、研修歯科医が臨床歯科医として

患者中心の全人的医療を理解 した上で、歯科医師 としての人格をかん養 し、総合的

な歯科診療能力を身に付け、臨床研修を生涯研修の第一歩 とすることに対する支援

を目的とする。

2 補助対象

歯科医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令 (平成 17年 6

月 28日 厚生労働省令 103号 (以下 「省令」とい う。))に基づき指定を受けた

公私立の臨床研修施設及び省令に準 じて臨床研修を行 う歯学又は医学を履修する

課程を置 く公私立大学附属病院 (歯科医業を行わないものを除く。)であり、現に

研修歯科医を受け入れている施設を対象 とする。

3 補助対象外

国 (国立大学法人及び独立行政法人国立病院機構を含む。)が開設する病院は補

助の対象 としない。

また、臨床研修を行 う施設において、医事に関する犯罪又は不正行為が認められ

た場合、その他制度の適正な運営に支障があると認められる場合等、補助 目的 (良

質な研修の実施)を達成することが困難であると厚生労働大臣が認める場合は、補

助金の全部又は一部を交付 しないことがある。なお詳細は別に定める。

4 事業内容

平成 17年 6月 28日 医政発第 0628012号 厚生労働省医政局長通知「歯科

医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」に

基づ く事業 とする。
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5 申請の手続き

補助金の申請は、臨床研修施設群単位で所要の経費を取 りまとめ、研修管理委員

会の了承の下、代表施設 (原員Jと して、単独型・管理型臨床研修施設)が手続きを

イテうことと|ド る。

(1)管理型臨床研修施設が補助対象外の場合は、代表 となる補助対象の協力型臨床

研修施設が当該臨床研修施設群の補助対象施設 (協力型臨床研修施設)の研修

に係る経費を取 りまとめて申請することができるものとする。

(2)同一の臨床研修施設群において、補助対象外の協力型臨床研修施設が参加 して

いる場合には、研修歯科医の受け入れの実態等 (人数、期間等)に よつて、補

助基準額を減額するものとする。

6 書類の保管等

臨床研修支援事業を行 う事業者は、次の資料を補助金 と事業に係る証拠書類等 と

ともに保管すること。

(1)支援対象者の出席簿その他支援の状況に関する資料

(2)支援対象者が歯科医師国家試験の受験資格を有することを証する書類
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